
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

年

有

資格・検定名 種別 受験者数 合格者数

作業療法士 ② 15人 13人

普通応急手当講習Ⅰ ③ 15人 15人

人
人
人
％

％

（令和

5 名 7.5 ％

35人29人6人0人75人120人

（例）学生自治組織・ボランティア・学園祭等の実行委員会等

　学園祭、バスハイク、大会ボランティア
　学科交流事業、地域清掃

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当する
か記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

　
■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

学期制度
■前期：４月１日～９月３０日
■後期：１０月１日～３月３１日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
学習成績の評価は、定期試験（論文含む）、または演習、実
習などの成績ならびに平素の学習活動全般から得られる評
価資料（レポート等）に基づいて総合的に行う。
科目の成績の総合評価は、100点法をもって行う。
科目の評定は総合評価に基づいて秀・優・良・可・不可の５段
階で行う。

長期休み

■学年始：4月1日～4月10日
■夏　 季：8月7日～8月31日
■冬　 季：12月24日～1月17日
■学年末：3月18日～3月31日

卒業・進級
条件

教育課程編成委員会並びに学科会議において卒業認定の方
針（ディプロマポリシー）を定め、公表している。
校長は、学則に定められた当該学年に履修すべき科目のす
べてを修得し、学校納入金を完納した者に対して、進級を認
める。また、当該学科所定の修業年限以上在学し、履修すべ
き科目のすべてを修得し、学校納入金を完納した者に対し
て、卒業を認める。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

（別紙様式４）

令和4年12月2日
（前回公表年月日：令和3年11月25日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

札幌医学技術福祉歯科
専門学校

昭和57年3月19日 天田　光彦
064-0805
札幌市中央区南５条西１１丁目１２８９－５
011-513-2111

学校法人西野学園

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

昭和43年1月10日 前鼻　英蔵
063-0034
札幌市西区西野４条６丁目１１－１５
011-661-6514

医療 専門課程 作業療法士科
平成6年文部科学省

認定
-

学科の目的
作業療法士科は、学校教育法及び作業療法士科法に基づき、授業や演習、医療機関での実習を行い、作業療法士として必要な実践能力及び専門的知
識・技能を習得させるとともに、その特性を養わせることを目的とする。

分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 令和2年3月25日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

- -
時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
3165時間 1380時間 615時間 1170時間

100■就職率　　  　　　 　　　　：
■卒業者に占める就職者の割合

： 94

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応
「医療・福祉の現場で求められる人材の育成」を達成するため
に学校生活での様々な悩みや問題に対して相談に 応じ、円
滑に過ごせるようサポートする。入学前教育から、 国家試験
対策やスキルアップの支援まで、目標の実現を支えていく。 ■サークル活動：　　　　　有

■その他
・進学者数　　　　　　　　　0名

学内に学生サポートセンター就職支援担当者が常勤し、集団
指導及び個別指導を実施。また、リハ職合同就職説明会を開
催し就職支援を実施。

医療法人等の病院、診療所、介護老人保健施設等 （令和3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

令和3年4月1日時点において、在籍者67名（令和3年4月1日入学者を含む）
令和4年3月31日時点において、在籍者62名（令和4年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

　進路変更、家庭問題

就職等の
状況※２

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容

■卒業者数 15
■就職希望者数 14

■主な就職先、業界等（令和3年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

■就職者数 14

■中退防止・中退者支援のための取組
　学校での学習がスムーズに行えるよう、入学前の基礎学力向上の取り組みから入学後の専門課程の学習、国家試験合格までを継続的にサ
ポートする。また、学生サポートセンターと連携し、担任や臨床心理士が学生生活を送るうえでのトラブルや悩みを聴き、より良い解決法を共に
考えていくほか、経済面など生活全般についての相談や学生の心身の健康管理に関する相談を行っている。



当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
http://www.nishino-g.ac.jp/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映し
た内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し、
それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」
「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進学
状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的な
学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度： 有
※有の場合、制度内容を記入

１．西野学園修学サポート
（１）西野学園各専門学校の在学生または卒業生の親・子・兄弟・姉妹が本校へ入学した場合、初年度に１０万円を支援します。
（２）総合型選抜および社会人選抜の入学試験にて受験し本校へ入学した方に対して、初年度に１０万円を支援 します。
２．西野学園学費支援制度
経済的理由から学校納付金納入が困難な状況で、学業成績が平均水準以上で日常の生活態度が良好な方に対し、第Ⅲ期学校納付金額を
上限に支援します。
３．遠距離通学サポート制度
遠距離（JRで概ね100km超)および経済的に進学が困難な方を対象として、通学定期券の半額を支援する制度です。

■専門実践教育訓練給付： 給付対象外
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載



種別

①

③

①

③

①

③

－

医療法人　渓仁会　定山渓病院
リハビリテーション部　副部長

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

伊藤　卓也
北海道言語聴覚士会　理事
札幌山の上病院　リハビリテーション部　係長

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

竹下　知 札幌西円山病院　言語療法科　科長補佐
令和4年4月1日～
令和6年3月31日

時永　広之 札幌医学技術福祉歯科専門学校　副校長
令和4年4月1日～
令和6年3月31日

名　前 所　　　属

仙野  堅太
社会福祉法人杜の会　介護老人保健施設平和の杜
リハビリテーション課　主任

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

石井　陽史
公益社団法人　北海道作業療法士会　常任理事
市立札幌病院　リハビリテーション科　作業療法室

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

南部　浩志

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程
の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方
針
作業療法士科では、専門知識を有する外部委員を複数名招き、学科・学校教員とともに教育課程の編成を行う、教育課程編
成委員会を設置する。
教育課程編成委員会は、実践的かつ専門的な職業教育を実施するために、関係施設等との連携を通じて必要な情報の把
握・分析を行い、教育課程の編成に活かす。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

①　学科のカリキュラム編成委員会にて教育課程の原案を作成する。
②　教育課程編成委員会へ変更案を提出し、助言及び評価意見と共に学科のカリキュラム編成委員会へ戻す。
③　学科のカリキュラム編成委員会にて作成された修正案を教育課程編成委員会にて再審議し、承認が得られたならば
　　副校長へ進達、不備があれば再度学科のカリキュラム編成委員会へ差し戻す作業を複数回繰り返す。
④　副校長が養成所指定規則との整合性や学校関係者評価委員会および企業等ヒアリング等で寄せられた意見等の
　　反映具合等をチェックし、校長へ上申する。
⑤　校長は案の作成過程等を副校長および学科長へヒアリングの後決裁し、教育課程案が決定される。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和４年12月2日現在

任期
令和4年4月1日～
令和6年3月31日濱本  龍哉

公益社団法人　北海道理学療法士会　副会長
(医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
科長）

医療技術部

臨床検査技師科
MTｶﾘｷｭﾗﾑ編成委員会

学校関係者
評価委員会（外部） 医療技術部

職員会議
臨床工学技士科

CEｶﾘｷｭﾗﾑ編成委員会

医療技術部

校　長 部科長会議
歯科衛生士科

DHｶﾘｷｭﾗﾑ編成委員会

リハビリ部

教育課程編成委員会
理学療法士科

ﾘﾊﾋﾞﾘ部ｶﾘｷｭﾗﾑ編成委員会

企業等ヒアリング
（外部） リハビリ部

作業療法士科
ﾘﾊﾋﾞﾘ部ｶﾘｷｭﾗﾑ編成委員会

リハビリ部

言語聴覚士科
ﾘﾊﾋﾞﾘ部ｶﾘｷｭﾗﾑ編成委員会

福祉部

介護福祉士科
CWｶﾘｷｭﾗﾑ編成委員会

副校長

医療技術部
リハビリ部

福祉部

◎教育課程編成委員会の位置づけ

副校長・統括部



－

－

－

－

－

－

－

－

（年間の開催数及び開催時期）

札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　理学療法士科　副主任

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

箭内　雅志
札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　作業療法士科　学科長

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

吉村　亜樹
札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　言語聴覚士科　学科長

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

工藤　絵梨果
札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　言語聴覚士科　主任

中陳　寿枝

星　有理香

札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　作業療法士科　副主任

札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　作業療法士科　副主任

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

高國　憲二
札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　統括部長

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

山本　ともみ
札幌医学技術福祉歯科専門学校
リハビリ部　理学療法士科　主任

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

原田　大介

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（11月、３月）

（開催日時（実績））
第１回　令和4年11月4日　16：00～17：30
第２回　令和5年3月18日　予定

令和4年4月1日～
令和6年3月31日

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

1 教育課程編成委員の助言をもらいながら、コロナ禍の実習における対応を行った。また、多職種連携授業進行等カリキュ
ラムの内容に反映した。
2 本年度開始予定の多職種連携授業の内容について助言をもらい、より実践的な臨床場面に即した構成とするよう検討す
ることとなった。



科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

　地域における作業療法士像を具体的にイメージし、自己
の目指す作業療法士の理想像を描けるように、介護保険
領域における施設・事業所のサービスの特色、作業療法士
や関連職種等の役割について体験実習を行います。

医療法人社団青雲会介護老人保健施
設エバーグリーンハイツ室蘭、医療法
人やわらぎ会介護老人保健施設やわ
らぎ苑西桔梗、医療法人社団北樹会
病院 在宅リハケアセンター、医療法人
社団田中医院デイケアセンターさくら、
社会医療法人北斗十勝自立支援セン
ター介護老人保健施設かけはし　他
（施設総数15施設）

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
学校が行う実践的、専門的な職業教育のために実習施設において実践する実習は学校の依頼に基づき、学生を可能な範
囲で受け入れるものとし、学生は、実習期間中においては実習施設の服務規程の準用を受けるものとする。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

臨床実習Ⅱ

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

学生の理解度および習熟度により、学校および実習指導者の判断で対象者とのコミュニケーションの体験を行い、作業療法
についての理解を深化させることを連携し学生の臨床教育の場面を設定する。
評価は、以下の①②により行います。
①実習指導者による評価
学生評価表の「総合評価」にて臨床実習の評定を行う。各領域別の評価については、参考資料として学生の指導や総合評
価の結果説明の際に使用するものとする。
②学内評価
実習後提出課題の内容、担当教員のフィードバック、および実習報告会の症例検討での発表状況や参加態度などを含め総
合的に評価する。
臨床実習の成績評価は、以下の比重にて行うものとする。
※　実習指導者評価 ： 学内評価 ＝ １ ： １
学内評価は実習に向けての準備作業の取り組み状況や実習後の実習報告会の症例検討などの内容を中心に教員が行う。

精神障害作業療法評
価学実習

　心を病む人々に対する評価とは、精神機能の障害として
の精神症状だけでなく、それをもたらす精神疾患の成因や
治療を踏まえて、対象者の精神的かつ社会的存在としての
「人間」を深く理解することです。この授業では作業療法で
援助していくためにどのような視点や方法を持って「人間」
を理解していくのか、実習をとおして学びます。

障がい者就労移行支援事業所トラ
ンジット麻生、トランジット札幌



臨床実習Ⅲ

臨床実習指導者の監督の下、各種疾患の障害に対するリ
ハビリテーション全般を実習体験します。身体的・精神的・
社会的な面など対象者を取り巻く状況全てを包括的にとら
え、医療従事者としてリハビリテーション専門職としての基
本的な資質・知識・技術を身につけることを目標とします。
また、評価～問題点抽出～治療計画立案～治療実施とい
う一貫した流れを経験し学習します。
　保健医療の専門職として望ましい態度や行動をとり、能
動的に周囲に働きかけ、対象者の評価を計画・実施し、必
要に応じて変更・修正することができ、対象者にとって相応
しい目標を設定し、達成するための治療プログラムを立案
し、対象者の反応や変化を的確に捉え、実施方法等を変更
し適切に対応することができるようになります。実施した治
療の経過や結果の妥当性を検証し､治療目標･プログラム
を変更､修正、全体を俯瞰し、保健医療の専門職として自
己の将来像を描くことができるようになります。

医療法人社団千寿会三愛病院、医
療法人渓仁会札幌渓仁会リハビリ
テーション病院、社会医療法人北
斗十勝リハビリテーションセン
ター、医療法人社団高台病院、社
会福祉法人楡の会こどもクリニック
他（施設総数15施設）

臨床実習Ⅴ

臨床実習指導者の監督の下、各種疾患の障害に対するリ
ハビリテーション全般を実習体験します。身体的・精神的・
社会的な面など対象者を取り巻く状況全てを包括的にとら
え、医療従事者としてリハビリテーション専門職としての基
本的な資質・知識・技術を身につけることを目標とします。
また、評価～問題点抽出～治療計画立案～治療実施とい
う一貫した流れを経験し学習します。
　保健医療の専門職として望ましい態度や行動をとり、能
動的に周囲に働きかけ、対象者の評価を計画・実施し、必
要に応じて変更・修正することができ、対象者にとって相応
しい目標を設定し、達成するための治療プログラムを立案
し、対象者の反応や変化を的確に捉え、実施方法等を変更
し適切に対応することができるようになります。実施した治
療の経過や結果の妥当性を検証し､治療目標･プログラム
を変更､修正、全体を俯瞰し、保健医療の専門職として自
己の将来像を描くことができるようになります。

医療法人社団明日佳札幌宮の沢
脳神経外科病院、医療法人立青会
なるかわ病院、社会医療法人平成
醫塾苫小牧東病院、社会医療法人
仁生会西堀病院、公益社団法人北
海道勤労者医療協会勤医協中央
病院　他（施設総数15施設）

臨床実習Ⅳ

臨床実習指導者の監督の下、各種疾患の障害に対するリ
ハビリテーション全般を実習体験します。身体的・精神的・
社会的な面など対象者を取り巻く状況全てを包括的にとら
え、医療従事者としてリハビリテーション専門職としての基
本的な資質・知識・技術を身につけることを目標とします。
また、評価～問題点抽出～治療計画立案～治療実施とい
う一貫した流れを経験し学習します。
　保健医療の専門職として望ましい態度や行動をとり、能
動的に周囲に働きかけ、対象者の評価を計画・実施し、必
要に応じて変更・修正することができ、対象者にとって相応
しい目標を設定し、達成するための治療プログラムを立案
し、対象者の反応や変化を的確に捉え、実施方法等を変更
し適切に対応することができるようになります。実施した治
療の経過や結果の妥当性を検証し､治療目標･プログラム
を変更､修正、全体を俯瞰し、保健医療の専門職として自
己の将来像を描くことができるようになります。

北海道立子ども総合医療・療育セ
ンター、名寄市立総合病院、医療
法人渓仁会定山渓病院、医療法人
雄心会函館新都市病院、医療法人
社団研仁会北海道脳神経外科記
念病院　他（施設総数15施設）
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関係施設等研修（専門分野実務）

西野学園 教職員研修 連携企業等：

令和4年8月4日 対象： 教職員全体

アンコンシャス・バイアス～人とチームを蝕む無意識のバイアス～

令和4年度第1回文部科学大臣認定「職業実践専門課程」に関わる研修会 連携企業等： 北海道私立専修学校各種学校連合

令和4年8月2日 対象： 教職員

コーチングの理論とその活用について

西野学園 教職員研修

「札幌医科大学医学部　解剖学第二講座（医学研究科生体機能構造学）訪問研究員」 連携企業等： 札幌医科大学

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
教職員研修規程に則り、企業等と連携して、専攻分野における実務に関する研修や指導力の修得・向上のための研修等を教職員の業務経験や能
力、担当する授業科目や授業以外の担当業務等に応じて受講させることを基本方針とする。
　また、校長は計画的に受講させるために年間研修計画を策定し、①専攻分野における実務に関する研修等、あるいは②指導力の修得・向上のため
の研修等を受講させる。

（２）研修等の実績

西野学園 公開授業・オープン授業・研究授業 連携企業等：

令和4年4月～令和4年10月 対象： 専任教員

各教員が授業テーマを決め、指導案を作成し授業を開催し、教学マネジメントより指導助言をうける

西野学園 夏季研修会 連携企業等：

令和4年8月30日 対象： 教職員全体

今取り組むべきキャリア教育の具体的内容

臨床研究 連携企業等： デイサービスあすなろ

令和4年4月～令和4年10月 対象： 作業療法士科専任教員

①専攻分野における実務に関する研修等

令和4年4月～令和4年10月（月1回程度） 対象： 作業療法士科専任教員

臨床現場で対象児の作業療法の評価・治療場面に参加し臨床実践能力の維持・向上

「全国リハビリテーション学校協会　第34回教育研究大会・教育研修会」 連携企業等： 全国リハビリテーション学校協会

対象： 作業療法士科専任教員

職能団体等研修(専門分野実務）

令和4年10月29日～10月30日

①新学習指導要領改訂のポイントと新たな授業づくり（講義）②課題を抱える学生への対応と傾聴技法について（演習）


令和4年6月7日 対象： 対象専任教員

②指導力の修得・向上のための研修等

連携企業等：
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期間：
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研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

連携企業等： デイサービスあすなろ花川北

令和4年11月～令和5年3月（月1回程度） 対象： 作業療法士科専任教員

臨床現場で対象児の作業療法の評価・治療場面に参加し臨床実践能力の維持・向上

②指導力の修得・向上のための研修等

西野学園 公開授業・オープン授業・研究授業 連携企業等：

令和4年10月～令和5年1月 対象： 専任教員

各教員が授業テーマを決め、指導案を作成し授業を開催し、教学マネジメントより指導助言をうける

教職員全体

共有を実現する学生とのコミュニケーション（仮）

（３）研修等の計画

「札幌医科大学医学部　解剖学第二講座（医学研究科生体機能構造学）訪問研究員」 連携企業等： 札幌医科大学

関係施設等研修（専門分野実務）

令和4年11月～令和5年3月 対象： 作業療法士科専任教員

①専攻分野における実務に関する研修等

教職員全体

未定

対象：

西野学園 春季研修会 連携企業等：

令和5年3月28日

令和4年度第2回文部科学大臣認定「職業実践専門課程」に関わる研修会 連携企業等： 北海道私立専修学校各種学校連合

令和4年12月22日 対象： 教職員

学生指導に活かす認知行動療法

西野学園 冬季研修会 連携企業等：

令和5年1月13日 対象：

臨床研究



（９）法令等の遵守
34　法令、専門学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか
35　個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか

（１０）社会貢献・地域貢献
36　学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか
37　学生のボランティア活動を奨励・支援しているか

（１１）国際交流 －

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（２）学校運営

4　目標等に沿った運営方針が策定されているか
5　運営組織は明確にされ、有効に機能しているか
6　情報システム等による業務の効率化が図られているか
7　学校内総合力を高めるための連携と協働体制の確立が図られているか
8　教育活動に関する情報公開が適切になされているか

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。ま
た、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき実施した自己点検評価結果について、学校関係者による評価を受けるこ
とにより自己点検結果の客観性・透明性を高める。
　また、教育活動に関する意見交換を通し、学校と密接に関係する外部の方（関連業界等関係者、関係専門職団体、地域住
民、卒業生等）の理解促進や、連携協力による学校運営の改善を図ることを基本方針とし、実践的な職業教育の実施を目指
す。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（１）教育理念・目標
1　理念・目標・育成人材は適切に定められているか
2　社会のニーズ等を踏まえた学校の構想を抱いているか
3　理念・目的・育成人材像・特色などが学生・保護者等に周知されているか

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

30　学生の募集は適正に行われているか
31　学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか

（８）財務
32　中長期的に学校の財政基盤は安定しているといえるか
33　予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか

（３）教育活動

9　教育理念・育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関としての修業
年限に対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか
10　学校行事の適切な企画、円滑な運営がなされているか
11　授業規律を確保し、状況に応じて指導体制の立て直しが図られているか
12　関連分野の企業、施設、病院、業界団体等の連携により、教育課程の作
成、見直しが行われているか
13　成績評価、単位認定の基準は明確になっているか
14　授業評価の体制が確立され、評価が適切に実施されているか
15　職員の能力開発のための研修が行われているか
16　クラス担任と科目担当の連携を密にし、学生の実態にあった指導法の確
立に努めているか

（４）学修成果
17　就職率の向上は図られているか
18　退学率の低減は図られているか
19　卒業生・在校生の社会的な活動及び評価を把握しているか

（５）学生支援

20　学生相談に関する体制は整備されているか
21　学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか
22　保護者と適切に連携しているか
23　卒業生への支援体制はあるか
24　ＬＨＲなどを効果的に活用し、職業観の育成に努めているか
25　社会のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか
26　学生が自己理解、自己啓発、自己実現をするための方策が実践されてい
るか

（６）教育環境
27　施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるように整備されているか
28　図書室利用の活性化が図られているか
29　防災に対する体制は整備されているか

（７）学生の受入れ募集



種別

企業等委員
関係専門職
団体

企業等委員
関係専門職
団体

企業等委員
卒業生

企業等委
員

地域住民

URL:　http://www.nishino-g.ac.jp/about/johokokai/

公表時期：令和4年12月24日（予定）

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
令和４年12月2日現在

名　前 所　　　属 任期

（３）学校関係者評価結果の活用状況
委員会では学校関係者より他部署との協働体制、入学生確保、学生へのサポート等を中心にさまざまな角度の意見を頂戴
しており、その内容に応じて学校・学科経営計画策定や、カリキュラム・授業内容の検討等の教育活動を見直す際の判断材
料として意見を反映するよう取り組んでおり、さらなる実践的な職業教育の実施を目指している。

籔　貴代美 北海道言語聴覚士会　副会長
（医療法人社団明日佳　札幌宮の沢脳神経外科病院）

令和4年4月1日
～令和6年3月31日

濱本　龍哉
北海道理学療法士会　副会長

（医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院）
令和4年4月1日

～令和6年3月31日

令和4年4月1日
～令和6年3月31日

三浦　邦彦

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

日本赤十字社北海道ブロック血液センター
令和4年4月1日

～令和6年3月31日

岸本　隆美 社会福祉法人ほくろう福祉協会
令和4年4月1日

～令和6年3月31日

松田　　 弘 札幌市中央区西連合第八町内会



公表時期：令和4年12月24日（予定）

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
URL:　http://www.nishino-g.ac.jp/about/johokokai/

（７）学生納付金・修学支援

●学生納付金の取り扱い
●活用できる経済的支援措置の内容等（奨学金、授業料減免等の案
内等）

（２）各学科等の教育

●収容定員、在学学生数
●カリキュラム（科目編成、授業時間数）
●進級・卒業の要件等（成績評価基準、卒業修了の認定基準等）
●学習の成果として取得を目指す資格、合格を目指す検定等
●卒業後の進路（主な就職先、就職率等）

（３）教職員 ●教職員数

（４）キャリア教育・実践的職業教育
●キャリア教育への取り組み状況
●実習等の取り組み状況
●就職支援等への取り組み状況

（５）様々な教育活動・教育環境 ●学校行事への取り組み状況
●課外活動（サークル活動等）

（６）学生の生活支援 ●学生支援への取り組み状況

（１１）その他 ●学校運営の状況に関するその他の情報
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（８）学校の財務 ●賃借対照表、収支計算書

（９）学校評価
●自己評価、学校関係者評価の結果
●評価結果を踏まえた改善方策

（１０）国際連携の状況 －

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」に基づき、企業等の関係者の理解を深めるとともに、さらな
る連携・協力の推進に資するため、教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供することを基本方針と
する。これにより、相互の情報交換が促され、学外実習、就職指導など企業等との連携による活動の充実や、産業界等の
ニーズを踏まえた教育内容・方法の改善につながることが期待される。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
●学校の教育・人材養成の目標及び教育指導計画、経営方針
●校長名、所在地、連絡先等
●学校の沿革、歴史

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係
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1 〇 基礎生物学

　「生命」「ヒトの生物学」についての
基礎生物を学びます。授業を通じて、理
論と実践の両面から考察します。生命、
誕生等、生命に関わる内容、ヒトの生物
学、生命現象に興味が持てるようになり
ます。
　生物は細菌からヒトまで共通の原理に
基づきながら複雑さと多様性を持つこと
を理解し、医療技術者として必要な生命
に対する理解を深め、生命とそれを支え
る生命現象の仕組みについて理解を深め
説明することができるようになります。

1
前

30 2 〇 〇 〇

2 〇 基礎物理学

　各種の作業療法を学ぶときに必要とな
る物理の基礎を学習します。特に、作業
療法を行うときに用いられる様々な機器
の原理やメカニズムを理解するために必
要となる物理学の基本的な法則や原理を
学習します。本科目では、高等学校で
「物理」を履修していない場合があるこ
とも念頭に、作業療法士として必要とな
る物理学の基礎を身に付けることを目指
します。
　論理的な思考を身に付け、各種の作業
療法で用いられている物理学の基本的な
法則や原理を理解し、説明することがで
きるようになります。

1
前

30 2 〇 〇 〇

3 〇 文章表現法

　自分の意見を伝えたり、相手の話を正
確に聞き取るなど、ことばによるやり取
りはコミュニケーションの重要な位置を
占めます。また、正確で表現力豊かな文
章を書くことは、社会人として欠かせな
い基本的素養です。書き手の考え方、意
見心情がどのように表現されているかに
よって、読み手に対する説得力が大きく
違ってきます。そのため、論旨の展開や
文脈を整える技術を身に付けることが必
要になります。　自分の考えをまとめ
て、他者に伝わるような文章にしていく
プロセスを経験し、レポート等の作成に
役立てていくことをねらいとします。
　自分の考えていることを具体的に表現
し、的確に述べることができ、正確かつ
的確に伝える文章表現力を身に付け、実
践することができるようになります。

1
前

30 2 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（医療専門課程作業療法士科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員
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携



4 〇 情報処理

　近年の高度医療化傾向は，従来の医学
固有の技術のみならず周辺領域の科学技
術によって支えられています。特に急速
な発展を遂げているＩＴ技術はその代表
です。この授業ではパソコンで広く利用
されている日本語ワープロソフト、表計
算ソフトの操作を演習を通して学び、情
報処理に必要な技能や応用力を身に付け
ます。
　初めての人でもパソコンを操作するこ
とができ、インターネットなどを活用し
た情報検索や処理、職場でパソコンを利
用し，専門の業務に役立たせることがで
きるようになります。

1
前

30 1 〇 〇 〇

5 〇 心理学

　本科目は、人間の心の仕組みとその働
きについて、実生活における心理現象を
例に挙げながら学ぶことを目的としてい
ます。また、心理学の社会的貢献性（心
理学を応用することによってできるこ
と）やその限界（反対に心理学にできな
いこと）についても学びます。なお、本
科目は、後期開講の「臨床心理学」を履
修する上で、必要な事項が多く含まれて
います。

1
前

30 2 〇 〇 〇

6 〇 活動と分析

　障害のある人たちと関わる作業療法士
にとって、健常な人たちの活動を知るこ
とは基本となります。自分自身の活動を
まとめ、スムーズに体を動かすためには
どうしたら良いかを考えます。また、運
動を通して自身の体力の向上を目指しま
す。各種目の練習や運動を通して、相手
への思いやり・相手の立場を考える等の
コミュニケーション能力を身につけま
す。

1
通

45 1 〇 〇 〇

7 〇
ソ－シャル
スキルⅠ

　作業療法士にとって、医学知識や作業
療法の技術とともに重要なのがソーシャ
ルスキルです。臨床でよい仕事をするた
めには、患者様や病院関係者・上司・先
輩等と｢スムーズな人間関係を築く」こと
が必要です。加えて、社会人として仕事
をしていく上で自己管理能力も大事で
す。この科目では、挨拶・敬語・接遇・
マナー・身のこなし・エチケット・好印
象な話し方・人間関係づくり・自己管理
の基本を習得します。

1
前

30 1 〇 〇 〇



8 〇
ソ－シャル
スキルⅡ

　医療従事者に必要とされる倫理的問題
に関する知識・考え方を学びます。また
生命操作技術の発展に伴って新たに生じ
た倫理的諸問題を対象とする生命倫理を
学びます。

1
後

30 1 〇 〇 〇

9 〇
ソ－シャル
スキルⅢ

　作業療法士にとって、医学知識や評
価・治療技術とともに重要なのがコミュ
ニケーション能力です。作業療法士は対
象者と友人と過ごすように振舞うのでは
なく「医療人」としての振舞いを求めら
れます。目配り、気配り、心配りができ
る医療者になる為には自らの五感を働か
せ、自己を表現すること、他者の想いを
汲み取ること、チームワークを身に着け
ることが重要です。この授業では芝居・
音楽・踊りなどを通し自らの表現方法と
医療現場で求められるコミュニケーショ
ン能力を学んでいきます。

1
通

30 1 〇 〇 〇

10 〇 解剖学Ⅰ

　医学を学ぶものにとって「解剖学」は
知識の土台となる科目であり、２年次か
ら学ぶ専門分野の科目や卒業後の臨床に
おいても、常に問われる分野の学問で
す。この科目では人体の構造のうち中枢
神経系について、その構造と機能を学び
ます。

1
前

30 2 〇 〇 〇

11 〇 解剖学Ⅱ

　医学を学ぶものにとって「解剖学」は
知識の土台となるものです。今後学ぶ専
門分野の科目や卒業後の臨床において
も、常に問われる分野の学問です。身体
の構造を１つ１つ学び、表現するための
専門用語を知り、基本的な形態を学んで
いきます。「解剖学Ⅱ」では、主として
個体生命維持に関わる内臓や感覚器の構
造と機能を学びます。

1
後

30 2 〇 〇 〇



12 〇 生理学Ⅰ

　生命活動を維持するために必要な中枢
神経系、末梢神経系、筋の運動、血液な
どの機能について学び、臨床医学や専門
分野を学ぶために必要な基礎知識を身に
付けることを目標とします。

1
前

30 2 〇 〇 〇

13 〇 生理学Ⅱ

　生命活動を維持するために必要な循環
と呼吸、排泄、消化吸収、ホルモン、代
謝などの機能について学び、臨床医学や
専門分野を学ぶために必要な基礎知識を
身に付けることを目標とします。

1
後

30 2 〇 〇 〇

14 〇
身体運動機
能学Ⅰ

　骨格構造、関節構造など身体の構造と
機能について学ぶ科目です。専門科目の
土台となる知識を修得する大切な科目の
一つです。この科目を通して、臨床医学
を理解するための知識のみならず、評
価・治療を行うための基礎的な知識を身
に付けてください。

1
前

30 2 〇 〇 〇

15 〇
身体運動機
能学Ⅱ

　筋の付着、神経など身体の構造と機能
について学ぶ科目です。専門科目の土台
となる知識を修得する大切な科目の一つ
です。この科目を通して、臨床医学を理
解するための知識のみならず、評価・治
療を行うための基礎的な知識を身に付け
てください。

1
前

30 2 〇 〇 〇



16 〇
人間発達演

習

　人間は生まれ持ってすべての能力が備
わっているわけではありません。それぞ
れの発達時期にどのような能力が発達す
るか、認知、社会、身体などの側面から
学びます。また、皆さんがまだ経験して
いない成人期以降の発達も含め「ゆりか
ごから墓場まで」の生涯にわたる発達に
ついて勉強します。リハビリテーション
を学ぶための基礎として、人間の発達を
理解しましょう。

1
通

45 1 〇 〇 〇 〇

17 〇 運動学Ⅰ

　運動学は、身体運動を科学的に捉える
学問です。運動は関節が筋によって動か
されることで起こっています。筋は中枢
神経からの命令によって動いています。
　運動学Ⅰでは、身体運動機能学等で学
んだ人体の骨、筋、神経の構造・機能を
基に、各関節でどのような運動を行うこ
とが可能かということについて学習しま
す。

1
通

30 2 〇 〇 〇 〇

18 〇 運動学Ⅱ

運動学Ⅱは、身体運動を科学的に捉える
学問です。運動は関節が筋によって動か
されることで起こっています。筋は中枢
神経からの命令によって動いています。
運動学Ⅱでは身体運動機能学Ⅰ・Ⅱ、運
動学Ⅰで学習した骨・筋・関節・神経系
の構造、関節単位の運動を基に、中枢神
経系と運動の関係や、人間の全身的な運
動がどのように行われているかを理解す
ることを目的とします。

1
後

30 2 〇 〇 〇

19 〇
内部障害学

Ⅰ

　臨床において経験すると思われる代表
的な内科疾患について、その症候、病
理、治療に関して解説します。また、内
科疾患に対するリハビリテーションを行
う際に、その実践に応用できるように知
識を整理します。

1
後

30 2 〇 〇 〇



20 〇
神経障害学

Ⅰ

　神経障害へのリハビリテーションを行
う上で必要な基礎疾患に関する知識を学
習します。中枢神経の解剖と機能及び、
中枢神経系の疾患について、発症要因や
病態、症状の特徴、治療法について学び
ます。

1
後

30 2 〇 〇 〇

21 〇
発達障害学

Ⅰ

　小児発達と小児期の疾患の概要につい
て学び、発達障害の原因や病態および治
療を理解し、小児を対象とした作業療法
を行うための基本的な知識を身に付けま
す。

1
後

15 1 〇 〇 〇

22 〇 精神障害学

　統合失調症や気分障害など、精神疾患
は慢性に経過するものが多く、ほとんど
すべてが作業療法の対象となります。長
期入院が当たり前だった以前の精神科医
療から、患者様が地域で生活し働きなが
ら自立した生活を送ることが当たり前と
なりつつある今、作業療法士が精神科医
療で活躍することが今まで以上に期待さ
れています。本科目では作業療法の評価
や治療を行い患者様の回復を図る上で基
本となる精神疾患の病態や症状などの基
礎を学びます。

1
後

30 2 〇 〇 〇

23 〇 臨床心理学

　本講義では、臨床心理学の諸理論とそ
の技法（クライエント理解、心理療法、
心理アセスメントなど）について学んで
いくことを目的としています。クライエ
ントと関わる上で必要な姿勢や態度をは
じめ、心理療法や心理アセスメント法に
ついて体験的な学習を多く取り入れてい
く予定です。また、精神疾患や多職種連
携など、臨床の現場における心理学の貢
献可能性とその限界についても学びま
す。

1
後

30 2 〇 〇 〇



24 〇
リハビリテ
－ション論

　これから学んで行く過程で、将来専門
職として必要な専門領域に関する知識を
学び理解することを目的とします。その
中で医学的リハビリテーションの中心で
ある理学療法や作業療法を実施するため
の必要な知識を習得します。

1
前

30 2 〇 〇 〇

25 〇
作業療法概
論

　作業療法についての定義や概念、更に
は作業療法の歴史や課題と展望などを学
習します。これから学ぶ専門的な知識や
技能および治療理論の概略を捉え、今後
の学習の基礎を身につけることを目標と
します。

1
前

15 1 〇 〇 〇

26 〇 基礎作業学

　作業を媒介として治療・援助・支援を
行う作業療法士にとって様々な作業の性
質の理解は、治療を実施する上でなくて
はならないものです。様々な作業を詳細
に分析し、その性質を理解することで対
象者に適した作業を選択し、治療段階に
に合わせた工夫ができるようになるため
の基礎を学びます。

1
前

30 2 〇 〇 〇

27 〇
基礎作業学
演習Ⅰ

　作業を治療手段として用いるには様々
な作業の基礎を理解している必要があり
ます。本科目では作業療法場面で多く用
いられる手工芸を中心に、治療として作
業を活用するための視点や考え方を習得
します。

1
前

30 1 〇 〇 〇



28 〇
作業療法管
理学Ⅰ

　社会に出て医療･福祉･保健領域で、専
門職として働くことは大変なことです。
その中でどのように職域や地位を確立
し、信頼されるセラピスト、部門になる
ことができるのか、考えて行動できるよ
うになりましょう。各領域での作業療法
の診療報酬やその他の取り組みについて
学びます。

1
後

15 1 〇 〇 〇

29 〇
作業療法評
価学総論

　作業療法は、人間関係と環境的な構成
要素を含む目的活動を機能障害の解決お
よび予防の手段として利用し、最大限の
適応状態を引き出すことを目的にしてい
ます。作業療法における評価とは目的活
動を選択するためにすべての処置に先行
して実施されるもので、作業療法実施上
不可欠なものとされています。この授業
では、作業とは何か、環境とは何かを学
び説明できることを目標としています。
また、評価の流れや面接・観察など作業
療法評価の基礎となる技術・知識を習得
してください。

1
後

15 1 〇 〇 〇

30 〇
身体障害作
業療法評価
学

　作業療法は、人間関係と環境的な構成
要素を含む目的活動を機能障害の解決お
よび予防の手段として利用し、最大限の
適応状態を引き出すことを目標にしてい
ます。作業療法における評価とは目的活
動を選択するために全ての処置に先行し
て実施されるもので、作業療法実施上不
可欠なものとされています。
 この授業では、各種評価方法の基礎技
法・各種評価方法によって得られたデー
タの解釈等を学びます。

1
後

30 2 〇 〇 〇

31 〇
身体障害作
業療法評価
演習Ⅰ

　作業療法は、人間関係と環境的な構成
要素を含む目的活動を機能障害の解決お
よび予防の手段として利用し、最大限の
適応状態を引き出すことを目標にしてい
ます。作業療法における評価とは、目的
活動を選択するために全ての処置に先行
して実施されるもので、作業療法実施上
不可欠なものとされています。この授業
では、そのための各種評価方法の基礎技
法の正確な実施方法を学びます。

1
後

30 1 〇 〇 〇



32 〇
精神障害作
業療法評価
学

　精神障害作業療法を実践する上で、精
神疾患のある方に対する評価は必要不可
欠です。本科目では、観察と面接を中心
に精神疾患のある方に対する作業療法評
価の方法と過程を学ぶとともに、模擬的
に対象者と関わることで精度の高い評価
視点を身につけ、対象者の全体像を把握
できるようになることを目標とします。

1
後

30 2 〇 〇 〇

33 〇
老年期障害
作業療法評
価学

　日本の高齢化は急速に進み、高齢者を
対象とした作業療法への期待は非常に高
まっています。超高齢社会へ急速に移行
していく中で、作業療法の需要は増え続
けています。高齢者は、加齢・老化とと
もに心身の機能が低下していきます。加
えて、複数の疾患を合併していることも
多く、その治療には多種多様な知識と技
術を必要とします。この授業では高齢者
の身体機能や認知機能の理解とその作業
療法実践に必要な評価法を学習します。

1
後

30 2 〇 〇 〇

34 〇
地域作業療
法Ⅰ

　障害者自立支援法から障害者総合支援
法へと改正されたことに伴い、医療・福
祉の現場では多種多様な障害サービスの
展開が目覚ましくなっています。対象者
が適切なサービスを利用しながら地域生
活を行えるようにするため、様々なサー
ビスの種類やその役割について学びま
す。

1
通

15 1 〇 〇 〇

35 〇 臨床実習Ⅰ

　リハビリテーション専門職を目指す学
生として作業療法のイメージを作り、今
後の目標を明確化するため、実際の臨床
現場を見学します。主体的に医療現場の
見学やリハビリテーションを中心とした
治療の見学をします。

1
後

45 1 〇 〇 〇 〇 〇



36 〇
身体運動機
能学実習

　1年次の「解剖学Ⅰ・Ⅱ」「身体運動機
能学」および「運動学」を基に人体の機
能構造と作用の知識定着を目的としま
す。人体の機能構造等の既習内容を深
め、模型、触診等から人体に投射し、同
定することを学習します。さらにご献体
による解剖実習を通して、人体の機能構
造における作用について知識を深め、理
学療法評価・治療の基礎知識との関連性
を学んでいきます。

2
後

45 1 〇 〇 〇 〇

37 〇 運動学演習

　運動学で学習したことを基本に、日常
生活で使用する身体運動の分析について
学びます。身体運動時どの様な関節運
動、重心変化が起こるのか、重力や外力
の影響を観察によって評価するための基
本事項を中心として、実際に身体動作を
観察し分析しながら学習を進めていきま
す。

2
前

30 1 〇 〇 〇

38 〇
神経障害学

Ⅱ

　中枢神経疾患の各障害について学びま
す。それぞれの障害が発現する疾患と対
応させながら、よりリハビリテーション
評価やリハビリテーション治療に結びつ
くための知識を身に付けます。

2
前

30 2 〇 〇 〇 〇

39 〇
老年期障害

学

　わが国の高齢化は急速に進展し、複数
の疾患を合併していることが多く、その
治療には多種多様な知識を必要としま
す。この授業ではそれらの重複した症状
について学習します。

2
前

30 2 〇 〇 〇



40 〇
運動器障害

学Ⅰ

　整形外科疾患のリハビリテーションを
行う上での、基礎科学、診断学、治療
学、疾患総論を基礎として学び、リハビ
リテーション治療に応用できる知識を習
得します。
　運動器障害の働きの中心となる骨、関
節、筋、神経の基礎から、その機能や病
態との関係を理解し、リハビリテーショ
ンを行う上での、評価や治療に活かせる
知識を身に付けることを目的とします。

2
前

30 2 〇 〇 〇

41 〇
リスク管理
と予防

  人が何かの目的で行動を起こそうとす
るとき、必要な道具や物を自由に使うこ
とができ、事故のない安全かつ効率の良
い動作環境が必要となります。生体医用
工学と安全工学の知識を利用して生体情
報の検出や情報処理を行い、また治療機
器などの保守管理を習得して機器の安全
性を確認することはリハビリテーション
分野の医療人にとって重要課題です。授
業の前編部では、人の動作や運動と周囲
に存在する道具との関わり合いと人体の
物性的特徴や生理学的機能を習得しま
す。中編部では生体情報の検出構成とそ
の測定原理ならびに現用医療機器の動作
原理を学習します。後編部では医療設備
や医療環境の整備および安全管理を学
び、最新医療機器の現状把握と問題点の
摘出法を習得します。

2
通

30 2 〇 〇 〇

42 〇 多職種連携

　医療福祉分野において、多様なニーズ
に応えられる高い専門性と知識や技術を
共有するチーム医療の理念が求められて
いる。高齢化や疾患の多様化および医療
の複雑化に対応すべく、様々な職種が専
門的な知識と技術をお互いに共有し活用
することが必要となる。本科目では、臨
床実習はもとより、近い将来医療福祉の
現場に立つとき、スムースにチーム医
療・チームケアに貢献できることを目的
に連携の仕方を身に付けます。

2
通

30 1 〇 〇 〇

43 〇

リハビリ
テーション
医療機器関

連

　日々、医療技術は進歩していますが、
リハビリテーション分野においてもそれ
は例外ではありません。最先端のリハビ
リテーション機器を体験・操作し、作業
療法対象者に安全かつ有効に使用できる
ための知識と技術を学びます。また、機
器の可能性について考察します。

2
通

30 2 〇 〇 〇



44 〇
基礎作業学
演習Ⅱ

　本科目では基礎作業演習Ⅰで学んだ事
をもとに、作業療法場面で多く用いられ
るアクティビティADL・IADL活動の演習を
通じて包括的な作業の分析を行うための
視点や考え方を習得します。

2
前

30 1 〇 〇 〇

45 〇
作業療法総
合演習Ⅰ

　臨床実習Ⅲ（評価）を控えた作業療法
学生として、臨床で必要な面接、各種検
査測定、情報分析、統合・解釈、リスク
管理など基本的な知識・技術の定着を目
指します。

2
通

30 1 〇 〇 〇

46 〇
作業療法研
究法Ⅰ

　作業療法にとって、その学問を発展さ
せるためには研究が大きな意味を為しま
す。これから作業療法士として作業療法
を実施するための知識、技術を発展させ
る上で必要となる研究法や研究結果から
得られたデータについての統計的処理方
法を学びます。

2
後

15 1 〇 〇 〇

47 〇
身体障害作
業療法評価
演習Ⅱ

　作業療法は、人間関係と環境的な構成
要素を含む目的活動を機能障害の解決お
よび予防の手段として利用し、最大限の
適応状態を引き出すことを目標にしてい
ます。作業療法における評価とは、目的
活動を選択するために全ての処置に先行
して実施されるもので、作業療法実施上
不可欠なものとされています。この授業
では、そのための各種評価方法の基礎技
法の正確な実施方法を学びます。

2
前

30 1 〇 〇 〇



48 〇
発達障害作
業療法評価

学

　発達障害領域の基本的な知識を学びま
す。成長･発達期の子どもを対象とした作
業療法の特徴を捉え、その目的を理解し
ます。
　発達障害領域の作業療法の役割を説明
し。評価方法と目的を述べることがで
き、評価結果を様々な視点で解釈し、述
べることができるようになります。

2
前

30 2 〇 〇 〇

49 〇
精神障害作
業療法評価

実習

　心を病む人々に対する評価とは、精神
機能の障害としての精神症状だけでな
く、それをもたらす精神疾患の成因や治
療を踏まえて、対象者の精神的かつ社会
的存在としての「人間」を深く理解する
ことです。この授業では作業療法で援助
していくためにどのような視点や方法を
持って「人間」を理解していくのか、実
習をとおして学びます。

2
前

30 1 〇 〇 〇 〇

50 〇
身体障害作
業療法治療
学

 「作業療法評価学」や「運動器障害関連
作業療法学」で学んだ関連事項をもと
に、身体機能作業療法学の基礎を整理
し、評価から治療の実施に至る作業療法
過程を学んでいきます。　病期に応じ
様々に変化する治療内容の違いや疾患特
有の治療法などを、作業療法の実際を交
えて学習していき、身体障害領域の作業
療法の役割やその考え方を学んでいきま
す。

2
前

30 2 〇 〇 〇

51 〇
身体障害作
業療法治療

演習

　身体障害領域の作業療法で代表的な疾
患の評価・治療の実際を通し、身体障害
領域に必要な作業療法治療の知識・技術
の習得を目指していきます。その中で
は、臨床の場で実際どのような状況が想
定され、どのように対応していくのか、
より実践的な知識・技術の習得も目指し
ていきます。

2
通

30 1 〇 〇 〇



52 〇
精神障害作
業療法治療

学

　精神障害の病態と心理状態を理解し、
援助していくための作業療法の知識を学
びます。精神障害に対して、臨床での作
業療法が実施できるようになるために、
精神障害者とのコミュニケーションのと
り方や面接法、基本的な態度など作業療
法の評価技術と評価を理解し、治療・援
助の方法を習得します。

2
通

30 2 〇 〇 〇

53 〇
精神障害作
業療法治療

演習

　精神障害の病態と心理状態を理解し、
援助していくための作業療法の実践的な
知識を学びます。臨床での作業療法が実
施できるようになるために精神障害者と
のコミュニケーションのとり方、面接
法、基本的な態度など作業療法の評価技
術と評価を理解し、作業療法の実際の治
療場面を想定し、より具体的な治療・援
助の方法を習得します。

2
通

30 1 〇 〇 〇

54 〇
老年期障害
作業療法治

療学

　日本の超高齢社会により、高齢者の重
複障がいに対応できる作業療法士が求め
られています。高齢者に代表的な認知症
を中心としたその評価・介入・援助につ
いて学びましょう。また高齢者や障がい
者などを含めた終末期医療のあり方・作
業療法の視点についても本授業では取り
扱います。人が死にゆく過程と医療のみ
ならず人間的な対応についても学びま
しょう。

2
前

30 2 〇 〇 〇

55 〇
老年期障害
作業療法治
療演習

　高齢障害者は、脳血管障害・パーキン
ソン病などの中枢神経疾患や、骨折等の
運動器疾患の複数疾患を併せ持つことが
多く、重度障害ケースも多くリハビリ
テーションに難渋する場面も少なくあり
ません。実際の臨床現場では、総合的な
知識を必要とする場合が多く、老年期と
いう枠組みだけで作業療法を展開する事
は困難です。本授業では、高齢者に多い
事例を対する作業療法を学びます。

2
通

30 1 〇 〇 〇



56 〇
高次脳機能
障害作業療
法治療学

　高次脳機能障害は全般的に捉えにくい
難しさをもった障害です。この授業で
は、このような特徴をもつ高次脳機能障
害について脳の全般的なはたらきと結び
つけながら、一つ一つの知識を整理し、
その理解を深めていきます。臨床で作業
療法士が関わる多くの症候学的な問題と
検査法、治療法について理解を深められ
るよう広く学習していきます。

2
通

30 2 〇 〇 〇

57 〇
発達障害作
業療法治療

学

　発達障害領域の基本的な知識を学びま
す。成長･発達期の子どもを対象とした作
業療法の特徴を捉え、その目的を理解し
ます。
　発達障害領域の作業療法の役割を説明
し、治療理論について説明できるように
なります。評価方法と目的を述べること
ができ、評価結果を様々な視点で解釈
し、述べることができるようになりま
す。

2
通

30 2 〇 〇 〇

58 〇
発達障害作
業療法治療

演習

　作業療法における評価から治療プログ
ラムの立案、実施の知識や技術を学びま
す。成長･発達する時期の子どもたちを捉
えていくことはとても難しいことです。
また、対象とする年齢によっては、親を
含む家族への育児や環境の評価の比重が
大きくなります。広い視野で、子どもた
ちが子どもらしく生きていくための介入
方法を学びます。

2
通

30 1 〇 〇 〇 〇

59 〇
日常生活活

動学

　作業療法における日常生活への関わり
は、作業療法の目的でもある「対象者が
生き生きとした社会生活を送ることがで
きるように援助すること」に通じていく
もので、リハビリテーションを考えてい
く上で重要な部分でもあります。　この
授業では、日常生活活動の定義や範囲な
ど、日常生活活動の全般的な学習をして
いきます。

2
前

30 2 〇 〇 〇



60 〇
日常生活活
動学演習

　作業療法における日常生活活動への関
わりは、リハビリテーションを取り巻く
環境において重要な部分です。この授業
では、日常生活活動の評価方法や治療・
援助方法に関するポイントを様々な実習
から学んでいきます。　また、作業療法
の対象疾患について実際に日常生活活動
プログラムの立案を行い、その基本と要
点を学びます。これらの演習により日常
生活活動を援助していく上で大切な作業
療法の役割を学習し、それらを実践して
いける知識と技術の習得を目指します。

2
通

30 1 〇 〇 〇

61 〇
装具関連リ
ハビリテー
ション演習

　義肢の歴史、分類、切断、仮義手の製
作・訓練、装具の役割、分類、機能、上
肢装具、治療訓練、適応疾患について学
び、実際にスプリントの製作を行いま
す。また義手・スプリント・車椅子の
チェックアウトを実施します。
　義肢の歴史、分類、切断、義手の訓
練、チェックアウト、装具の役割、分
類、機能等、車椅子のチェックアウトに
ついて説明、実施することができるよう
になります

2
通

30 1 〇 〇 〇

62 〇
内部障害作
業療法学

　代表的な内部障害に対するリハビリ
テーションの実際を学び、薬物療法の知
識や吸引など多くの技術を実践応用でき
るように整理しつつ、より実践的な技術
を学びます。

2
前

15 1 〇 〇 〇

63 〇 生活環境学

　人間は自身の機能や能力などの内部環
境と、人的・物理的・文化・自然などの
周囲環境から与えられる外部環境との相
互関係の中で活動しています。生活環境
学とは、対象者を取り巻く環境、つまり
外部環境について考察する授業になりま
す。本授業では、生活環境について疾患
別の住環境整備や福祉用具の選択を適切
に選択できることを目標とします。

2
通

30 1 〇 〇 〇



64 〇
臨床実習Ⅱ
（地域）

　地域における作業療法士像を具体的に
イメージし、自己の目指す作業療法士の
理想像を描けるように、介護保険領域に
おける施設・事業所のサービスの特色、
作業療法士や関連職種等の役割について
体験実習を行います。地域に暮らす障害
者・高齢者等とのコミュニケーションに
より、対象者の全体像・障害像を捉え、
体験実習で得た情報をもとに統合・解釈
し、対象者の課題・目標を挙げるため、
座学・体験実習を実施していきます

2
前

45 1 〇 〇 〇 〇 〇

65 〇
臨床実習Ⅲ
(評価)

２年次までに学習した、一般教養、基礎
医学、臨床医学、評価学、治療学をもと
に、実際の臨床場面において治療プログ
ラム立案までの評価プロセスを経験し学
習します。作業療法士の視点に基づいた
自分自身の考えを持ち、考察できるよう
になります。

2
後

225 3 〇 〇 〇 〇 〇

66 〇
ソーシャル
スキルⅣ

企業選びから就職試験終了までのプロセ
スを知り、面接成功を目指していきま
す。企業が「採用したい」と思えるよう
に面接に臨む際のスタンスや重要な考え
方やを身に着け、実際の面接を想定しな
がら知識と礼法を学びます。

3
後

15 1 〇 〇 〇



67 〇
内部障害学
Ⅱ

これまで学習してきた内科疾患と内部障
害の作業療法について、国家試験の過去
問を中心に振り返り、国家試験対策をし
ます。共通問題から実地問題まで対応で
きるよう、知識を整理し確かな合格を目
指します。

3
後

15 1 〇 〇 〇

68 〇
発達障害学
Ⅱ

これまで学習してきた小児発達と小児期
の疾患の概要、作業療法について、国家
試験の過去問を中心に振り返り、国家試
験対策をします。共通問題から実地問題
まで対応できるよう、知識を整理し確か
な合格を目指します。

3
後

15 1 〇 〇 〇

69 〇
運動器障害
学Ⅱ

これまで学習してきた整形疾患と運動器
障害の作業療法について、国家試験の過
去問を中心に振り返り、国家試験対策を
します。共通問題から実地問題まで対応
できるよう、知識を整理し確かな合格を
目指します。

後 15 1 〇 〇 〇



70 〇
医療関係法
規

　医療・保健・福祉に関する法制度と現
代的問題について理解を得ます。国家試
験の医療関係法規問題を学び、要点を理
解できるようにします。
　医療・保健・福祉に関する法制度につ
いて基礎的知識を説明でき、諸制度の問
題点について現場から問題提起し改革案
を提示できるようになります。

3
前

15 1 〇 〇 〇

71 〇
作業療法総
合演習Ⅱ

臨床実習を控えた作業療法学生として、
作業療法の一連の思考過程を経験し、臨
床で必要な作業療法士としての視点を身
につけます。

3
前

30 1 〇 〇 〇

72 〇
作業療法特
論Ⅰ

　国家試験合格のためには膨大な出題範
囲をできる限り深く、確実に学習しなけ
ればなりません。ここでは、国家試験の
傾向とともにポイントをしぼって整理、
学習を進めていきます。国家試験に対し
てしっかり対策を立てて臨めるよう、専
門基礎分野と専門分野の知識を整理、確
認して国家試験合格を目指していきま
す。

3
通

60 4 〇 〇 〇 〇

73 〇
作業療法特
論Ⅱ

国家試験合格のためには、しっかりと学
習計画を立てて、計画に沿った学習をし
ていく必要があります。また、繰り返し
問題を解くだけではなく「調べる→理解
する→シェアする→知識を深める→覚え
る→アウトプットする」という過程を繰
り返し、知識を定着させていかなくては
なりません。ここでは、国家試験に向け
て学習の計画を立てて見通しを持ちなが
ら、学習の方法を身につけることを目指
します。

3
通

30 2 〇 〇 〇



74 〇
作業療法特
論演習

　国家試験の本番にむけて、当日同様、
午前・午後に分けた模擬試験を経験する
ことにより、専門基礎分野、専門分野の
出題傾向・適切な解答を選択するように
なります。回を重ねるごとに、適切な時
間配分でミスなくマークシートに記入で
きる力をつけていきます。早期から実際
の試験感覚に慣れ、また、弱点分野対策
にも役立てられるよう国家試験対策を進
め、国家試験合格を目指していきます。

3
後

60 2 〇 〇 〇

75 〇
作業療法研究
法Ⅱ

　作業療法にとって、その学問を発展さ
せるためには研究が大きな意味を為しま
す。これから作業療法士として作業療法
を実施するための知識、技術を発展させ
る上で必要となる研究法や研究結果から
得られたデータについての統計的処理方
法を学びます。

3
前

15 1 〇 〇 〇

76 〇
作業療法管理
学Ⅱ

　社会に出て医療･福祉･保健領域で、専
門職として働くことは大変なことです。
その中でどのように職域や地位を確立
し、信頼されるセラピスト、部門になる
ことができるのか、考えて行動できるよ
うになりましょう。各領域での作業療法
の診療報酬やその他の取り組みについて
学びます。

3
前

15 1 〇 〇 〇 〇

77 〇
職業関連作
業療法学

　｢働く｣ということが人の生活にとって
どのような価値をもつのかという視点
で、リハビリテーションを考えていくこ
とが重要です。しかし、現実には医学的
なリハビリテーションで終わることも少
なくない現状です。作業療法の歴史的な
背景を踏まえ、近年の障害者施策をとら
えながら就労問題に積極的に取り組める
ように、基本的な考え方を身に付けま
しょう。

3
前

15 1 〇 〇 〇



78 〇
リ ハ ビ リ
テーション
治療各論

　これまで各分野で学習してきたことを
まとめ、作業療法とは何かということに
ついて、実際の現場の状況をふまえなが
ら作業療法についての理解をより深め、
作業療法士としての独自性などを考察し
ます。

3
前

15 1 〇 〇 〇 〇

79 〇
地域作業療
法Ⅱ

　地域作業療法とは、活動や参加に制約
のある人々が望むくらしを、その住む地
域で実現するために、その人にふさわし
い役割や楽しみとなる作業の獲得を促す
ことです。「生活」・「作業
（occupation）」という作業療法の有す
る基本的な援助技術を基に、障害児・者
の安心できる「生活づくり」と「地域づ
くり」、さらに障害者および家族・地域
住民を含めた「ヒトづくり」への支援を
目的に活動するものです。本授業では病
院・施設から在宅復帰を目指すための介
入方法、さらに訪問リハビリテーション
における介入方法など地域における作業
療法の援助技術を学びます。

3
前

15 1 〇 〇 〇

80 〇
臨床実習Ⅳ
(総合)

　臨床実習指導者の監督の下、各種疾患
の障害に対するリハビリテーション全般
を実習体験します。身体的・精神的・社
会的な面など対象者を取り巻く状況全て
を包括的にとらえ、医療従事者としてリ
ハビリテーション専門職としての基本的
な資質・知識・技術を身につけることを
目標とします。　また、評価～問題点抽
出～治療計画立案～治療実施という一貫
した流れを経験し学習します。
　保健医療の専門職として望ましい態度
や行動をとり、能動的に周囲に働きか
け、対象者の評価を計画・実施し、必要
に応じて変更・修正することができ、対
象者にとって相応しい目標を設定し、達
成するための治療プログラムを立案し、
対象者の反応や変化を的確に捉え、実施
方法等を変更し適切に対応することがで
きるようになります。実施した治療の経
過や結果の妥当性を検証し､治療目標･プ
ログラムを変更､修正、全体を俯瞰し、保
健医療の専門職として自己の将来像を描
くことができるようになります。

3
前

360 8 〇 〇 〇 〇 〇



81 〇
臨床実習Ⅴ
(総合)

　臨床実習指導者の監督の下、各種疾患
の障害に対するリハビリテーション全般
を実習体験します。身体的・精神的・社
会的な面など対象者を取り巻く状況全て
を包括的にとらえ、医療従事者としてリ
ハビリテーション専門職としての基本的
な資質・知識・技術を身につけることを
目標とします。　また、評価～問題点抽
出～治療計画立案～治療実施という一貫
した流れを経験し学習します。
　保健医療の専門職として望ましい態度
や行動をとり、能動的に周囲に働きか
け、対象者の評価を計画・実施し、必要
に応じて変更・修正することができ、対
象者にとって相応しい目標を設定し、達
成するための治療プログラムを立案し、
対象者の反応や変化を的確に捉え、実施
方法等を変更し適切に対応することがで
きるようになります。実施した治療の経
過や結果の妥当性を検証し､治療目標･プ
ログラムを変更､修正、全体を俯瞰し、保
健医療の専門職として自己の将来像を描
くことができるようになります。

3
前

360 8 〇 〇 〇 〇 〇

　　　81科目 3165単位時間( 139 単位)

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

【履修方法】
　教育課程のすべての授業科目を履修しなければならない。この履修の認定は、
当該科目の授業時間時数の８０％以上の出席をもってする。また、履修した科目
の評定が｢可｣以上のとき、その科目を修得したものとする。

【卒業要件】
　本校所定の修業年限以上在学し、課程を修了した者に卒業証書を授与する。

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 ２１週

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

合計


